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平成27年5月21日 

各 位 

会社名  株式会社北川鉄工所 

代表者名 代表取締役社長 北川 祐治 

       （コード：6317 東証第一部） 

問合せ先 取締役常務執行役員  

経営管理本部長 北川 日出夫 

（TEL：0847-45-4560） 

 

 

業務の適正を確保する体制（内部統制システム構築の基本方針）の 

一部改正に関するお知らせ 

 

平成27年５月21日開催の当社取締役会において、業務の適正を確保するための体制（内部統制シス

テム構築の基本方針）の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいた

します。 

 

記 

 

１．取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１）当社は、取締役及び従業員の行動規範としてキタガワ企業行動憲章及びキタガワ自主行動基

準を定め、これを遵守する。 

（２）取締役会の運営については取締役会規程に定められており、月1回の定例取締役会の開催と、

必要に応じた臨時取締役会の開催によって、相互の意思疎通を図ると共に、相互の業務執行

を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用して法令定款違反行為を未然に防止する。また、

当社は監査役会設置会社であり､取締役の職務執行については監査役会の定める監査の方針

及び分担に従い、監査役の監査対象になっている。 

（３）取締役会は、内部統制システムの基本的事項および重要事項を決定し、その構築、維持、向

上を推進すると共に、その下部組織としてコンプライアンス委員会を設置して、コンプライ

アンスに関する個別の課題について協議、決定を行うとともにコンプライアンスプログラム

の策定及び進捗状況の管理を行う。 

（４）取締役は当社における重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見

した場合は直ちに監査役に報告すると共に、遅滞なく取締役会にて報告するものとする。な

お業務の適正を確保するための組織規程及び事務関係手続規程の各種制度は取締役の行為

にも向けられており、その整備、確立も取締役の法令違反行為の抑制、防止に寄与するもの

である。 

（５）当社は相談通報体制を設け、取締役、従業員が社内外においてコンプライアンス違反行為が

行われたり、行われようとしていることを知ったときには、総務部長、常勤監査役または顧

問弁護士に通報しなければならないこととする。会社は通報者に対して不利益な扱いを行わ
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ない。 

（６）監査役は当社の法令遵守体制及び相談通報体制の運用に問題があると認めるときは、意見を

述べると共に、改善策の策定を求めることができる。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行にかかる情報については、法令及び社内規程に基づきその保存媒体に応じて

適切かつ確実に保存を行う。また情報の管理については内部情報管理規程を定めて対応し、個人

情報については個人情報保護規程に基づき厳格に管理を行う。 

 

３．損失の危険に関する規定その他の体制 

当社を取り巻くリスクとして、経営環境動向、法律対応、製品品質、販売及び調達価格、海外

取引、天災事変等、さまざまな事業上のリスクが想定される。全取締役及び全執行役員を委員と

するリスク管理委員会を組織し、全社のリスク管理にあたり、業務執行に係るリスクを認識する

ために、部門ごとにリスク管理委員会をもうける。総体的な経営リスクについては、各部門会議、

取締役会、経営会議にて分析対応を検討し管理する。不測の事態が発生したときは社長を本部長

とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含んだアドバイザリーチームを組

織して迅速に対応し、損害の発生防止及びその極小化に万全を図る。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会は毎月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款、

取締役会規程に定める取締役会付議事項の審議を行う。 

取締役の経営意思決定機能と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し、執行役

員は、取締役会において業務の執行状況を報告、確認し、取締役会の決定事項を効率的かつ効果

的に執行する。 

 

５．当社及び当社子会社からなる企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 

当社企業グループは、キタガワ企業ビジョンを共有し、すべての企業グループに適用するキタ

ガワ企業行動憲章及びキタガワ自主行動基準をもとに各社で諸規程を定めて業務の運営を行う。 

年度毎に当社経営基本方針を周知し、当社意向の徹底と問題の共有を行い、毎月の当社取締役

会においても当社企業グループの状況把握と対策を協議する。当社子会社は定期的に各々の取締

役会を開催し、重要案件の審議を行い、結果を当社に報告する。当社子会社は社長もしくは工場

長等をコンプライアンス担当責任者として、コンプライアンス体制を構築し、コンプライアンス

に関する取り組みを行う。当社コンプライアンス委員会は当社子会社のコンプライアンス担当責

任者に指導、指示を行う。また当社グループは相談通報体制を設けており、当社子会社の取締役、

従業員にコンプライアンス違反があったとき、行われようとしていることを知ったときには、当

社グループの相談通報窓口に通報しなければならないこととする。 

併せて、グループ各社は社長もしくは工場長等をリスク管理担当責任者として、リスク管理体

制を構築し、リスク管理に関する取り組みを行う。本社リスク管理委員会は、各社のリスク管理

担当者に指導、指示を行う。 
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６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制 

当社には、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役から要請があった場合は、直

ちに監査役の業務補助のために監査役補助者を任命することとする。監査役補助者は監査役の指

揮、命令の下で職務を遂行し、その人事については監査役会との協議により行う。 

 

７．当社監査役への報告体制を確保する体制 

当社及び当社子会社の取締役及び従業員（これらの者から報告を受けた者を含む。）は、各社

の業務または業績に重要な影響を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、直ちに当社監査役に

報告する。当社企業グループは、通報者に対して不利益な扱いを行わない。また当社監査役はい

つでも必要に応じて当社企業グループの取締役､従業員に対して報告を求めることができる。 

 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制 

監査役は、取締役会はもとより経営会議をはじめ全ての重要会議に自由に出席して、意思決定

の過程及び業務の進捗状況を把握すると共に、状況の説明を求めることができる。 

監査役が職務執行に対し、費用、債務の請求を行った場合、監査役の職務の執行に必要でない

と認められた場合を除き、当該費用、債務の支払いを行う。 

 

９．反社会的勢力排除に向けた基本方針 

反社会的勢力が当社企業グループの活動に関与し、影響を与えることへの防止をはかるための

反社会的勢力排除に向けた基本方針を次のとおり定め取り組む。 

（１）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で

臨み、一切の関係を遮断し、不当な要求は拒絶する。 

（２）反社会的な活動や勢力の威嚇には警察・弁護士等と連携して立ち向かう。 

（３）自治体（都道府県）が制定する暴力団排除条例の遵守に努め、暴力団等反社会的勢力の活

動を助長し、又は暴力団等反社会的勢力の運営に資することとなる利益の供与は行わない。 

 

以上 


